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2021 年度活動報告 

 

１．活動内容 

（１）ネットワーク会議【承認・交流を目的とする場】 

2021 年度は実施せず。 

2020 年度事業および決算報告、2021 年度事業計画案および予算案については、8 月 4 日の運営会 

議にて承認を受け、8 月 10 日にネットワークメーリングリストにて事業報告と決算報告を行った。 

 

（２）運営会議【具体的に事業を進めていく場】 

年間を通して、オンライン（ZOOM）会議室で実施。賛同団体のどなたも参加可能な状態で行った。 

運営会議の実施は原則第１水曜日 19～21 時、計 12 回実施。 

4 月 7 日、5 月 12 日、6 月 2 日、7 月 7 日、8 月 4 日、9 月 1 日、10 月 7 日、11 月 10 日、12 月 2 日、 

2022 年 1 月 12 日、2022 年 2 月 2 日、3 月 2 日 

 

（３）事業 

①「子どもの権利 なんでやねん！すごろく」出前講座    計 7 回（193 人参加） 

日程 依頼先 対象者と参加人数 スタッフ 

7 月 9 日 大阪市住之江区真住中学校 中学 3 年 3 クラス 68 人 おとな 9 人 

8 月 5 日 阪南市子ども NPO はらっぱ 子ども 10 人、おとな 5 人 子ども 1 人 

ユース 1 人 

おとな 3 人 

９月 22 日 尼崎小田地域課 

尼崎社会福祉協議会 

NPO 法人スマイルひろば ３者合同 

高校 2 年生「総合的な探求の時間」

30 人、おとな 5 人 

おとな 3 人 

10 月 1 日 高校 3 年生看護コース 26 人、おと

な 5 人 

おとな２人 

10 月 6 日 大阪大谷大学 学生 6 人 おとな２人 

11 月 14 日 阪南市子ども NPO はらっぱ 

「チャイルライン養成講座」 

おとな 28 人 おとな２人 

2022 年 

3 月 19 日 

大阪府泉南市 

「子どもの権利の学び場」 

学生、おとな 10 人 おとな４人 

 

 

 

 

 

 

 

子ども会議メンバーの中学校ですごろく実践！ 

子ども会議チームで活動している子どもが、ぜひ自分の友達や学校のみんなにも子どもの権利条約を

知ってほしいと、中学校の先生に働きかけて実現しました。子どもが伝えてくれた理由は、次の通りです。

「前はあまりしゃべらなかったし、笑うこともなかった。子どもの権利を知ってからは、楽しいことが増えて、

めっちゃ笑うようになった。前は、こんなにしゃべってなかった。だから友達にもそうなって欲しい。」 
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②子どもの権利条約フォーラム in かわさき 2021 への参加 

（はぐくみプログラム助成事業、子どもの人権連助成事業） 

会 場：すくらむ 21（川崎市高津区溝口 2-20-1）、川崎市立下作延小学校ほか 

11 月 6 日（土）全体会：全国の子どもたちと語ろう「子どもたちが語る子どもさんかのいま」 

本ネットワークに所属する子ども 2 人（中学生）が登壇し、12 団体の子どもたちと意見交換。 

11 月 7 日（日）分科会：「A9 なんでやねん！すごろく」を担当。参加者 44 人（うちスタッフ 18 人） 

現地には関西からおとなと子ども 15 人が参加し、それぞれに担当して進行した。まずは会

場からの進行で、団体紹介と子どものけんりクイズをした後、現地会場参加者 26 人（4 グル

ープ）とオンライン参加者 18 人（3 グループ）に分かれて、すごろくを体験し、「なんでや

ねん！」を書いてグループで共有。最後にはまた、一堂に会して、「なんでやねん！」を共有

した。スタッフは現地と大阪からの参加で、オンラインすごろくのファシリテーターやオン

ラインのサポートを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

                          すごろく後に 

書いたなんでやねん！（オンライン）    

 

 

 

 

 

 

③「子どもの権利 なんでやねん！すごろく」改版作業 

2021 年３月に頒布開始後、年度内に在庫切れが予想

されたため、5 月以降改版することを検討し、11 月の

全国フォーラムでは改版したすごろくで実施ができ

るよう、作業計画を立てた。 

これまでの実践からより使いやすいものとなるよう、

「すごろくを始める前に」、すごろく盤、なんでやね

ん！カードを改版した。 

オンラインすごろくへの挑戦！ 

コロナ禍のなか、すごろくをオンラインでできたらいいというアイデアが会議で出され、6 月の運営会議の

場でサンプルすごろくを体験した。それに加えて、全国フォーラム事務局より、感染拡大の状況に対応する

ために、分科会はできるだけハイブリッドでの実施を要望されたので、8 月以降、対面での実施とほぼ変

わらないすごろくの進行ができるように準備と試行を重ね、今回オンラインすごろくの実施となった。 
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備品のセット作業の一部は、大阪府堺市の放課後デイ

サービス「はぴすぽ」に通う子どもたちのお仕事体験

として、職員の方に協力をいただきながら、作業を行

った。延べ 78 人の子どもたちが関わり、作業に対し

て協力金という形で子どもたちに支払いを行った。 

 

 

 

④すごろく活用アンケートの実施（はぐくみプログラム助成事業） 

  すごろくの今後の普及を検討するために、すごろくを購入していただいた方に、活用状況を尋ねるアン

ケートを行った。締め切りを 2022 年 4 月としたことから、年度をまたがる事業となった。 

設問内容： 

１．すごろくをしていた子どもたちの様子はいかがでした（選択） 

２．あなたはすごろくを通して、子どもの権利／子どもの権利条約を理解できましたか。 

３．子どもたちはすごろくを通して、子どもの権利／子どもの権利条約を理解できたと思いますか。 

４．子どもたちの生活実感と子どもの権利条約の条文がうまくつながったと思いましたか。 

 

⑤その他 

１．運営会議にて、すごろくの紹介動画の検討。全国フォーラム分科会を録画したものを編集し、活用することを決定し

たが、具体的作業については今後に持ち越しとなっている。 

2．2022 年 3 月 29 日 東京学芸大学・ＯＥＣＤオンラインワークショップ「さんかく（三角・参画）で共に創り奏

でるコレクティブインパクト~レジリエンスのある未来を創るため、『守破離』をエコシステムで体験する~」

に協力（スタッフ 2 人）。それぞれのなんでやねんを話すという分科会で、「なんでやねん」のニュアンスを

伝え、すごろくをした子どもたちの声を伝えるという導入の役割を担った。 

3．構成団体に「関西 NGO 協議会」が加入された。10 月以降、運営会議も参加。2023 年の G7 サミット首

脳会合にあわせた動きとして議長国を務める日本の市民社会の連合体「G7 市民社会コアリション

2023」についての情報をキャッチアップできた。 

すごろく盤の改版エピソード（Facebook2021 年９月 3 日配信より一部抜粋） 

すごろく購入者から『「へんがお」のところで、へんがおの捉えが、見た目差別につながっていることは

ないかと意見がありました。』というご連絡をいただきました。 

「へんがお」をどう捉えるかという点について深く考えることがなく、ご指摘をいただいて、考える機会を

持てたことに運営会議一同、感謝しながら、考えました。運営会議ではいっしょにすごろくを作ってきた

子どもたちといただいたご意見を共有し、今後どうしていくかを話し合って、よりよいものをつくるプロセ

スを大事にしていこうという話になりました。実は、この「へんがお」や「一発ギャグ」といったコーナー

は、子どもの権利条約関西ネットワークの子どもチームの小学生が考えてくれたものです。すごろく全体

に子どもたちの思いやアイディアが詰まっています。 

ここまでさまざまな場所ですごろくの出前講座（ワークショップ）を行ってきましたが、変な顔をさせられ

て”笑われる”ことは人権侵害だと発言してくれた中学生がいたり、たくさんのことを教えてもらい、気づ

きをもらっています。笑いのなかで傷ついている子どもがいるかもしれないこと、「笑い」が暴力になるこ

とをメッセージとして伝えるような場面もありました。 

秋には、すごろくの増刷を検討していて、いただいたご意見を、それ以外の部分についても「誰一人傷

つけない、誰一人取り残さない」ものにするために、子どもたちと共にすごろくの点検、そして私たち自

身の価値観の点検をしていきたいと思います。 
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（４）事務局作業 

●運営会議 事前案内・当日進行・記録作成 

●ホームページ・Facebook・メーリングリストによる発信（随時） 

●なんでやねん！すごろく注文受付・発送作業 

●助成事業申請等（2 つのうち、1 件は不採択） 

採択：子どもの笑顔はぐくみプログラム助成 決事業名：『子どもの「なんでやねん！」をなかったことに

しないまちづくり事業－子どもを誰一人傷つけない・誰一人取り残さないー』 

採択：子どもの人権連第 22 回「子どもの権利条約具体化のための実践」助成（子ども会議チーム申請） 

 

（５）参加団体 

●寄付月間 2021 賛同パートナー（継続） 

●広げよう！子どもの権利条約キャンペーン賛同団体 

 

２．運営体制 

代  表：荘保 共子（NPO 法人こどもの里） 

浜田 進士（NPO 法人子どもの権利条約総合研究所関西事務所） 

副代表 ：北野真由美（NPO 法人えんぱわめんと堺/ES） 

松田 直美（NPO 法人 KARALIN） 

二葉 智代（子どもの権利条約 関西ネットワーク 前事務局長） 

事務局長：長谷有美子（NPO 法人 CAP センター・JAPAN） 

   団体事務局・会計：NPO 法人 CAP センター・JAPAN  

会計監査：山下 裕子（公益社団法人子ども情報研究センター） 

     ＊会計年度は 4 月～翌年 3 月末 

以 上 


